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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

二

 
規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
二
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
五
号
中
ル
を
ラ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
第
百
十
五
条
の
六
」
を
「
第
百
十
五
条
の
七
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を

同
号
レ
と
し
、
同
号
レ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ソ　

第
百
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

ツ　

第
百
十
五
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

ネ　

第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の

届
出
等
の
受
理

ナ　

第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
報
告
及
び
帳
簿
書
類
の
提

出
等
の
命
令
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
出
頭
の
要
求
、
質
問
及
び
立
入
検
査

　

第
五
条
第
五
号
中
リ
を
ヨ
と
し
、
同
号
ヨ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

タ　

第
百
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

　

第
五
条
第
五
号
中
チ
を
カ
と
し
、
ト
を
ヲ
と
し
、
同
号
ヲ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及

び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

　

第
五
条
第
五
号
中
ヘ
を
ヌ
と
し
、
同
号
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル　

第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
介
護

老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

　

第
五
条
第
五
号
中
ホ
を
チ
と
し
、
同
号
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ　

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

　

第
五
条
第
五
号
中
ニ
を
ヘ
と
し
、
同
号
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

　

第
五
条
第
五
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
同
号
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

第
七
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

　

第
五
条
第
五
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
三
号

　
　
　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
又
は
様
式
第
三
十
五
号
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
廃
止
（
休
止
）
届
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
十
五
号
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
廃
止
（
休
止
）
届
に
よ

つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
第
三
十
三
号
中
「第

29   条
第
５
項

」
を
「第

29   条
第
６
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
五
号
中
「し

た
の
で

」
を
「し

た
い
の
で

」
に
、「第

29   条
第
２
項

」
を
「第

29   条
第
３
項

」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
様
式
第
三
十
五
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者

（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
有
料

老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
七
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
介
護
保
険
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
ナ
中
「（
第
百
十
五
条
の
七
）」
を
「（
第
百
十
五

条
の
八
）」
に
改
め
、
同
項
ラ
中
「（
第
百
十
五
条
の
八
）」
を
「（
第
百
十
五
条
の
九
）」
に
改
め
、
同
項
中
テ
を
ア
と

し
、
ウ
か
ら
エ
ま
で
を
ヰ
か
ら
テ
ま
で
と
し
、
同
項
ム
中
「（
第
百
十
五
条
の
二
十
九
）」
を
「（
第
百
十
五
条
の
三
十

五
）」
に
改
め
、
同
項
ム
を
同
項
ウ
と
し
、
同
項
ラ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ム　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
、
公
表
及
び
措
置
命
令
（
第
百
十
五
条
の
三
十
四
）

　

別
表
第
一
介
護
保
険
室
長
の
専
決
事
項
の
項
中
オ
を
キ
と
し
、
ツ
か
ら
ノ
ま
で
を
マ
か
ら
サ
ま
で
と
し
、
同
項
ソ
中

「（
第
百
十
五
条
の
三
十
四
、
第
百
十
五
条
の
三
十
六
）」
を
「（
第
百
十
五
条
の
四
十
、
第
百
十
五
条
の
四
十
二
）」
に

改
め
、
同
項
ソ
を
同
項
ヤ
と
し
、
同
項
レ
中
「（
第
百
十
五
条
の
三
十
四
）」
を
「（
第
百
十
五
条
の
四
十
）」
に
改
め
、

同
項
レ
を
同
項
ク
と
し
、
同
項
タ
中
「（
第
百
十
五
条
の
二
十
九
）」
を
「（
第
百
十
五
条
の
三
十
五
）」
に
改
め
、
同
項

タ
を
同
項
オ
と
し
、
同
項
ヨ
中
「（
第
百
十
五
条
の
六
）」
を
「（
第
百
十
五
条
の
七
）」
に
改
め
、
同
項
ヨ
を
同
項
ラ
と

し
、
同
項
ラ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ム　

市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他

の
援
助
（
第
百
十
五
条
の
十
六
）

ウ　

市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
百
十

五
条
の
二
十
六
）

ヰ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
報
告
及
び
帳
簿
書
類
の
提
出
等
の
命
令
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

に
対
す
る
出
頭
の
要
求
、
質
問
及
び
立
入
検
査
（
第
百
十
五
条
の
三
十
三
）

ノ　

厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
権
限
の
行
使
の
要
求
（
第
百
十
五
条
の
三
十
三
）

　

別
表
第
一
介
護
保
険
室
長
の
専
決
事
項
の
項
中
カ
を
ネ
と
し
、
同
項
ネ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ナ　

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す

る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
百
十
五
条
の
六
）

　

別
表
第
一
介
護
保
険
室
長
の
専
決
事
項
の
項
中
ワ
を
ソ
と
し
、
同
項
ソ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ツ　

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者

等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
百
十
一
条
の
二
）

　

別
表
第
一
介
護
保
険
室
長
の
専
決
事
項
の
項
中
ヲ
を
レ
と
し
、
ル
を
ヨ
と
し
、
同
項
ヨ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

タ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
に
対
す
る
助

言
そ
の
他
の
援
助
（
第
九
十
九
条
の
二
）

　

別
表
第
一
介
護
保
険
室
長
の
専
決
事
項
の
項
中
ヌ
を
ワ
と
し
、
同
項
ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ　

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
等
に

対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
八
十
九
条
の
二
）

　

別
表
第
一
介
護
保
険
室
長
の
専
決
事
項
の
項
中
リ
を
ヌ
と
し
、
同
項
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル　

市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

（
第
七
十
八
条
の
六
）

ヲ　

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
助
言
そ

の
他
の
援
助
（
第
八
十
二
条
の
二
）

　

別
表
第
一
介
護
保
険
室
長
の
専
決
事
項
の
項
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
助
言
そ

の
他
の
援
助
（
第
七
十
五
条
の
二
）
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別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ル
を
ラ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「（
第
百
十

五
条
の
六
）」
を
「（
第
百
十
五
条
の
七
）」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
レ
と
し
、
同
号
レ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ソ　

市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他

の
援
助
（
第
百
十
五
条
の
十
六
）

ツ　

市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
百
十

五
条
の
二
十
六
）

ネ　

業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
等
の
受
理
（
第
百
十
五
条
の
三
十
二
）

ナ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
報
告
及
び
帳
簿
書
類
の
提
出
等
の
命
令
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

に
対
す
る
出
頭
の
要
求
、
質
問
及
び
立
入
検
査
（
第
百
十
五
条
の
三
十
三
）

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
リ
を
ヨ
と
し
、
同
号
ヨ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

タ　

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す

る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
百
十
五
条
の
六
）

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
チ
を
ワ
と
し
、
同
号
ワ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

カ　

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者

等
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
百
十
一
条
の
二
）

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ト
を
ル
と
し
、
同
号
ル
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヲ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
に
対
す
る
助

言
そ
の
他
の
援
助
（
第
九
十
九
条
の
二
）

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ヘ
を
リ
と
し
、
同
号
リ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヌ　

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
等
に

対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
（
第
八
十
九
条
の
二
）

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
同
号
ヘ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ト　

市
町
村
長
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助

（
第
七
十
八
条
の
六
）

チ　

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
助
言
そ

の
他
の
援
助
（
第
八
十
二
条
の
二
）

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
助
言
そ

の
他
の
援
助
（
第
七
十
五
条
の
二
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（3）　 平成21年４月30日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第31号　　 


